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食肉卸売市場機能強化事業実施要綱 
 

 

平成１５年１０月 １日付け１５農畜機第  ４８号－３ 

一部改正 平成１６年 ４月 １日付け１６農畜機第 ３１４号 

一部改正 平成１７年 ５月１７日付け１７農畜機第 ７９０号 

一部改正 平成１８年 ４月 １日付け１８農畜機第 １３２号 

一部改正 平成１９年 ４月 １日付け１８農畜機第４８２６号 

一部改正 平成２０年 ４月 １日付け２０農畜機第 １０３号 

一部改正 平成２０年１２月 １日付け２０農畜機第３４７１号 

一部改正 平成２１年 ４月 １日付け２０農畜機第５０９１号 

一部改正 平成２２年 ４月２３日付け２２農畜機第 ３１３号 

一部改正 平成２３年 ４月 １日付け２２農畜機第４３３２号 

一部改正 平成２４年 ４月 １日付け２３農畜機第５０７８号 

一部改正 平成２５年 ４月 １日付け２４農畜機第５２５６号 

一部改正 平成２６年 ３月３１日付け２５農畜機第５３３６号 

一部改正 平成２７年 ４月 １日付け２６農畜機第５７７１号 

一部改正 平成２７年 ８月１７日付け２７農畜機第２３７３号 

一部改正 平成２８年 ３月２３日付け２７農畜機第５４５６号 

一部改正 平成２９年 ３月２７日付け２８農畜機第６３９４号 

一部改正 平成３０年 ３月２６日付け２９農畜機第６８６６号 

一部改正 平成３１年 ３月２６日付け３０農畜機第７５２６号 

一部改正 令和 ２年 ３月２４日付け 元農畜機第７６５６号 

 

食肉卸売市場（卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第２条第３項に定める

中央卸売市場のうち食肉に係るもの及び環太平洋パートナーシップ協定の締結

及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う

関係法律の整備に関する法律（平成２８年法律第１０８号）による改正前の 

畜産経営の安定に関する法律（昭和３６年法律第１８３号）附則第１０条の規定

に基づき指定された卸売市場をいう。以下同じ。）は、消費地における食肉流通

の拠点として、また、食肉の公正な評価・価格形成の場として、我が国における

円滑な食肉流通と家畜生産の安定的な発展に極めて重要な役割を果たしてい

る。 

しかしながら、近年における市場外流通の進展等を背景とした上場数量の減

少や、安価な輸入食肉の流通の増大等により、食肉卸売市場は厳しい経営環境に

直面している一方、畜産経営の収益性を把握するための指標として市場での価

格形成の重要性は高まっており、それには、情報伝達、集分荷及び決済機能と

いった食肉市場における基本的な機能の強化とともに、品質管理の高度化等が

急務になっている。 

このため、独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）は、食肉

卸売市場において卸売をする業務を行う者（以下「荷受業者」という。）につい

ての情報機能の強化、集分荷機能の強化、決済機能の強化、品質管理の高度化
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等を行う事業に対し、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成１４年法律第 

１２６号）第１０条第２号の規定に基づき補助することとし、食肉卸売市場の公

正な価格形成機能の維持及び安定化を図り、もって我が国の食肉流通及び家畜

生産の安定に資するものとする。 

本事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号）。（以下「補助金適正化法」という。）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令 

第２５５号）、「畜産業振興事業の実施について」（平成１５年１０月１日付け

１５農畜機第４８号－１）及び「畜産業振興事業に係る補助金交付の停止措置に

ついて」（平成２６年３月３１日付け２５農畜機第５３７６号）に定めるものの

ほか、この要綱に定めるところによる。 

 

第１ 事業実施主体 

この事業の事業実施主体は、令和２年度畜産業振興事業に係る公募要領

（令和２年１月１７日付け元農畜機第６１１７号）により応募した者から

選定された者（以下「公募団体」という。）とする。 

 

第２ 事業の内容 

この事業の内容は、次のとおりとする。 

１ 情報機能の強化 

（１）公募団体は、せり取引の活性化を図るため、食肉卸売市場が買参人等に

提供すべき情報の内容や提供方法等の検討・協議を行うため、全国段階に

おいて、情報機能強化検討委員会を、地域段階において、情報機能強化部

会をそれぞれ開催するものとする。 

（２）公募団体は、（１）の情報を収集・伝達するシステムを整備するために

必要なプログラムの開発を行うとともに、当該システムの管理運営を行

うものとする。 

（３）公募団体は、荷受業者が（１）の情報を効率的に収集・伝達するシステ

ム等を確立するため、荷受業者が次に掲げる事業を実施するのに要する

経費について補助するものとする。 

ア システム確立に必要なプログラムの開発及びその管理運営 

イ システム確立に必要な機器の整備  

２ 集分荷機能の強化 

公募団体は、大口需要者である加工・量販需要を市場購買に誘引するた

めの検討・協議を行うため、全国段階において、情報提供サービス向上検討

委員会を、地域段階において、情報提供サービス向上部会をそれぞれ開催す

るものとする。 

３ 決済機能の強化 

公募団体は、食肉卸売市場の決済機能の強化等を図るための低利資金（以

下「市場機能強化資金」という。）を融通する金融機関に対する利子補給を

行うものとする。 

４ 品質管理の高度化 
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 公募団体は、荷受業者がせり取引における衛生管理の向上を図るために

必要な衛生管理機器を整備するのに要する経費について補助するものとす

る。 

５ 事業推進事務費 

１から４の事業の円滑な実施を図るための推進指導等 

 

第３ 事業の実施 

１ 実施要領の作成 

公募団体は、事業の実施に当たっては、あらかじめ事業の趣旨、内容、仕

組み、消費税及び地方消費税の取扱い、補助金の交付手続き等を定めた実施

要領を作成し、独立行政法人農畜産業振興機構理事長（以下「理事長」とい

う。）に提出し、その承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様

とする。 

２ 行動規範の作成等 

（１）荷受業者は、この事業を実施する場合は、あらかじめ、法令遵守等を規

定した行動規範等を作成し、公募団体に提出するものとする。 

（２）公募団体は第７の１の補助金交付申請書を提出するに当たり、（１）の

行動規範等取りまとめの上、自らの行動規範等とともに理事長に提出す

るものとする。 

３ 事業の委託 

公募団体は、この事業の一部を理事長が適当と認める団体に委託して行 

うことができるものとする。 

 ４ 市場機能強化資金の融通 

第２の３の市場機能強化資金の融通は、次により行うものとする。 

（１）貸付対象者 

市場機能強化資金の貸付対象者は、荷受業者とする。 

（２）貸付対象資金 

市場機能強化資金により借り入れることができる資金は、次に掲げる

ものとする。  

ア 予約相対取引等で取り扱う食肉の出荷者に対して肥育資金を貸し

付けるのに必要な資金 

イ 食肉の買付販売及びそれに伴う保管に必要な資金 

ウ 買参人からの入金に先立って、荷受業者が出荷者に対し代金の支

払いを行うのに必要な資金 

（３）貸付期間 

市場機能強化資金の貸付期間は、令和元年度から令和２年度までとす

る。 

（４）融資機関 

融資機関は、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫、商工

組合中央金庫、銀行、信用金庫及び信用組合であって、貸付対象者が借入

相手先として公募団体に申請したもののうち、公募団体が市場機能強化

資金の融資機関として指定したもの（以下「指定融資機関」という。）と
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する。 

（５）貸付条件 

ア 貸付限度額 

貸付限度額は、（６）の理事長の承認を受けた額の範囲内とし、貸

付対象者当たりの貸付限度額は、（７）のアの公募団体の承認を受けた

額とする。 

イ 償還期間及び償還方法 

償還期間及び償還方法については、次のとおりとする。 

（ア）償還期間 

償還期間は１年以内とする。 

（イ）償還方法 

償還方法は、（７）のアの公募団体の承認を受けた方法とする。 

ウ 貸付利率 

貸付利率は、実勢の市中貸付利率（以下「実勢利率」という。）か

ら（８）のイに定める年利子補給率を差し引いた利率とする。なお、

実勢利率は、指定融資機関と貸付対象者の間で協議して決定するも

のとする。 

     

（６）資金借入実施計画の作成及び承認 

公募団体は、第２の３の事業の実施に当たっては、別紙様式第１号

の市場機能強化資金借入実施計画承認申請書を作成の上、理事長に提

出し、その承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とす

る。 

（７）資金借入の申請等 

ア 資金借入の申請 

      （ア）荷受業者は、市場機能強化資金を借入れようとする場合は、

あらかじめ指定融資機関と協議の上、資金借入申請書を公募

団体に提出し、その承認を受けるものとする。 

（イ）荷受業者が、資金借入れの中止又は借入金額の増加等により

資金借入額の変更をしようとする場合は、（ア）に準ずるもの

とする。 

（ウ）公募団体は、（ア）により資金借入申請を承認した場合、当

該資金の貸付けに係る指定融資機関及び荷受業者へその旨を

通知するものとする。 

（エ）指定融資機関は、（ウ）の通知を受けた後、市場機能強化資

金を貸し付けるものとする。 

イ 承認の取消し 

公募団体は、次に掲げる場合は、アの（ア）の承認を取り消すもの

とする。 

（ア）荷受業者から承認取消しの申請があった場合 

（イ）資金借入申請書に不実記載が認められた場合 

      （ウ）償還期間内に償還がなされなかった場合 
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 （８）利子補給金の交付 

ア 利子補給の相手方 

利子補給の相手方は、市場機能強化資金を融通した指定融資機関

とする。 

イ 年利子補給率 

公募団体は、市場機能強化資金の借入れに係る指定融資機関に対

し行う年利子補給率（以下「年利子補給率」という。）を、年１.６パー

セント以内で定めるものとする。ただし、年利子補給率が（５）のウ

の実勢利率を上回る場合は、年利子補給率は実勢利率以内とする。 

ウ 利子補給の交付額 

利子補給の交付額は、貸付対象者が借り入れた市場機能強化資金

の貸付高にイの年利子補給率を乗じて得た額とする。ただし、貸付対

象者が（１）の要件を満たさなくなった場合にあっては、当該要件失

効日から償還日までの期間を利子補給金の交付対象期間から控除し

て算出された額とする。 

（９）利子補給金交付の停止 

公募団体は、貸付対象者が（７）のイの規定により資金借入申請の 

承認が取り消された場合には、利子補給金の交付を行わないものとす 

る。 

 

第４ 事業の実施期間 

この事業の実施期間は、令和２年度とする。 

 

第５ 事業の推進指導等 

１ 公募団体は、農林水産省及び機構の指導の下、関係団体との連携に努め、

この事業の円滑な推進を図るものとする。 

２ 貸付対象者及び金融機関は、公募団体の指導の下、関係機関及び関係団体

との連携に努めるとともに、事業の適正かつ円滑な実施を図るものとする。 

 

第６ 機構の補助等 

機構は、予算の範囲内において、別表に定める補助対象経費及び補助率に

より、公募団体が第２の事業を実施するのに要する経費につき補助するも

のとする。 

 

第７ 補助金の交付手続等 

１ 補助金の交付申請 

公募団体は、補助金の交付を受けようとする場合は、理事長が別に定める

日までに、別紙様式第２号の食肉卸売市場機能強化事業補助金交付申請書

を理事長に提出するものとする。 

２ 事業の変更承認申請 

公募団体は、補助金の交付決定のあった後において、次に掲げる変更をし

ようとする場合には、別紙様式第３号の食肉卸売市場機能強化事業補助金
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交付変更承認申請書を理事長に提出し、その承認を受けるものとする。 

（１）事業の中止又は廃止 

 （２）事業費の３０％を超える増減 

（３）補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増 

３ 補助金の概算払 

（１）理事長は、この事業の円滑な実施を図るために必要があると認めた 

ときは、交付決定額を限度として補助金の概算払をすることができる

ものとする。 

（２）公募団体は、補助金の概算払請求をしようとする場合には、別紙様 

式第４号の食肉卸売市場機能強化事業補助金概算払請求書を理事長に

提出するものとする。 

 

第８ 事業の実績報告等 

１ 貸付実施状況等報告 

公募団体は、四半期ごとに、別紙様式第５号の市場機能強化資金貸付実施

状況等報告書により当該四半期の市場機能強化資金の貸付実施状況等を、

遅滞なく理事長に提出するものとする。 

２ 事業の実績報告 

荷受業者は、事業終了後、遅滞なく公募団体に対し実施した事業の実績及

び市場機能強化の結果を報告するものとする。 

公募団体は、報告された事業の実績及び経営改善の結果を取りまとめ、実

績に応じた支払を３月末までに完了の上、自らの実績とともに、この事業が

完了した日から起算して１か月を経過した日又は補助金の交付決定通知の

あった年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い期日までに、別紙様式第

６号の食肉卸売市場機能強化事業実績報告書を理事長に提出するものとす

る。 

 

第９ 消費税及び地方消費税の取扱い 

１ 公募団体は、機構に対して第７の１の補助金交付申請書を提出するに当

たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金

額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する仕入れに

係る地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額

をいう。以下同じ。）に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、そ

の金額が明らかな場合には、これを当該補助金交付申請額から減額して申

請しなければならない。ただし、当該補助金交付申請書の提出時において当

該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合 

は、この限りではない。 

２ 公募団体は、１のただし書により申請をした場合において、第８の２の

事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消

費税等相当額が明らかになった場合には、これを当該補助金額から減額し
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て報告しなければならない。 

３ 公募団体は、１のただし書により申請をした場合において、第８の２の

事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告によ

り当該補助金及び事業経費に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した

場合には、別紙様式第７号の食肉卸売市場機能強化事業に係る仕入れに係

る消費税等相当額報告書を速やかに理事長に提出するとともに、その金額

（２の規定に基づき減額した場合は、その減じた金額を上回る部分の金額）

を機構に返還しなければならない。 

   また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならな 

い場合又はない場合（公募団体自ら若しくはそれぞれの荷受業者の仕入れ 

に係る消費税等相当額がない場合を含む。）であっても、その状況等につい 

て、補助金適正化法第１５条の補助金の額の確定通知のあった日の翌年６ 

月３０日までに同様式により理事長に報告しなければならない。 

 

第１０ 帳簿等の整備保管等 

１ 帳簿等の整備保管 

公募団体は、この事業に係る経理については、他と明確に区分して経理

するとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係証拠書類を整備保

管するものとし、その保存期間はこの事業が完了した年度の翌年度から

起算して５年間とする。 

２ 事業実施状況の聴取等 

理事長は、この要綱に定めるもののほか、事業実施及び事業実績につい

て、必要に応じ、公募団体に対し調査し又は報告を求めることができるも

のとする。 

 

第１１ その他 

理事長は、この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な

事項を定めることがあるものとする。 

 

附 則 

１ 本要綱の制定に伴い食肉卸売市場経営改善対策事業助成実施要綱（平成 

１５年８月１８日付け１５農畜団１６７８号）は廃止する。 

２ この要綱の制定前の食肉卸売市場経営改善対策事業助成実施要綱（平成 

１５年８月１８日付け１５農畜団１６７８号）による補助については、本事業

による補助とみなす。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成１７年５月１７日から施行する。 

２ 平成１７年４月１日からこの要綱第２の１及び２の事業を実施している場

合の補助については、この要綱の補助とみなす。 
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附 則（平成１８年４月１日１８農畜機第１３２号） 

この要綱の改正後の規定は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１９年４月１日１８農畜機第４８２６号） 

この要綱の改正後の規定は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２０年４月１日２０農畜機第１０３号） 

この要綱の改正後の規定は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２０年１２月１日付け２０農畜機第３４７１号） 

この要綱の改正は、平成２０年１２月１日から施行する。 

 

附 則（平成２１年４月１付け２０農畜機第５０９１号） 

この要綱の改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２２年４月２３日付け２２農畜機第３５１号） 

１ この要綱の改正は、平成２２年４月２３日から施行し、平成２２年４月 

１日から適用する。 

２ この要綱の改正前に規定の経営基盤強化利子補給基金の管理運用等につい

ては、なお従前の例による。 

     

附 則（平成２３年４月１日付け２２農畜機第４３３２号） 

１ この要綱の改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の要綱の第９の決済機能強化資金の管理状況報告

等、第１０の消費税及び地方消費税の取扱及び第１１の帳簿等の整備保管等

については、なお従前の例による。 

 

附 則（平成２４年４月１日付け２３農畜機第５０７８号） 

１ この要綱の改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年度に終了した事業については、この要綱による改正前の食肉卸

売市場機能強化事業実施要綱（平成２３年４月１日付け２２農畜機第 

４３３２号）の第５の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成２５年４月１日付け２４農畜機第５２５６号） 

１ この要綱の改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規定は、

なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成２６年３月３１日付け２５農畜機第５３３６号） 

１ この要綱の改正は、平成２６年３月３１日から施行し、平成２６年４月 

１日から適用する。 
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２ 平成２５年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規定は、

なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成２６年３月３１日付け２５農畜機第５３３６号） 

１ この要綱の改正は、平成２６年３月３１日から施行し、平成２６年４月 

１日から適用する。 

２ 平成２５年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規定は、

なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成２７年４月１日付け２６農畜機第５７７１号） 

１ この規程の改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規定は、

なお効力を有するものとする。 

 

附 則 （平成２７年８月１７日付け２７農畜機第２３７３号） 

１ この要綱の改正は、平成２７年８月１７日から施行する。 

２ この要綱の改正前の市場機能強化資金の貸付けについては、改正後の市場

機能強化資金の貸付けとみなす。 

３ 平成２６年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規定は、

なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成２８年３月２３日付け２７農畜機第５４５６号） 

１ この規程の改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規定は、

なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成２９年３月２７日付け２８農畜機第６３９４号） 

１ この規程の改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規定は、

なお効力を有するものとする。 

 

   附 則（平成３０年３月２６日付け２９農畜機第６８６６号） 

１ この規程の改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規定は、

 なお効力を有するものとする。 

 

   附 則（平成３１年３月２６日付け３０農畜機第７５２６号） 

１ この規程の改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規定は、

なお効力を有するものとする。 
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   附 則（令和２年３月２４日付け元農畜機第７６５６号） 

１ この規程の改正は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規定は、

なお効力を有するものとする。 
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別表 

対象事業 補助対象経費 補助率 

 

１ 情報機能の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 集分荷機能の強化

 

 

 

３ 決済機能の強化 

 

 

 

 

４ 品質管理の高度化

 

 

 

 

５  事業推進事務費 

 

 

（１）情報機能強化検討委員会及び強化部会の

開催等に要する経費 

（２）情報伝達システム整備に必要なプログラ

ムの開発及びその管理運営に要する経費 

（３）公募団体が、荷受業者に対し次に掲げる

事業を実施するのに要する経費を補助する

のに要する経費 

ア 情報伝達システム整備に必要なプログラ

ムの開発に要する経費 

イ 情報伝達システムに必要な機器の整備に

要する経費 

 

 

公募団体が、情報提供サービス向上検討委員

会及び向上部会の開催等に要する経費 

 

 

公募団体が、市場機能強化資金を融通する指

定融資機関に対する利子補給を行うために要す

る経費 

 

 

公募団体が、荷受業者に対しせり取引におけ

る衛生管理の向上を図るために必要な機器の整

備に要する経費を補助するのに要する経費 

 

 

１から４の事業を推進するのに必要な経費 

 

定額 

 

定額 

 

 

 

 

定額 

 

１/２以内 

 

 

 

定額 

 

 

 

２/３以内 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

定額 
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別紙様式第１号 

 

令和  年度 市場機能強化資金借入実施計画承認（変更）申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

                    所 在 地 

                    団 体 名 

代表者氏名         印  

 

 令和  年度における市場機能強化資金の借り入れについて、食肉卸売市場

機能強化事業実施要綱第３の４の（６）の規定に基づき、下記のとおり借入実施

計画を作成したので承認願いたく申請します。 

 

記 

 

１ 借入の目的 

 

２ 資金借入実施計画 

貸付対象

者名 
区分 

借入 

件数 

市場機能強化資金 

借入額 償還期間 
年利子 

補給率 

利子 

補給額 

 

 

  円 日 ％ 円 

       

合計       

注１：区分欄には、肥育資金、食肉買付資金、需要期資金別に記載。 

  ２：変更部分を二段書にし、変更前を（ ）書で記載すること。 
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別紙様式第２号 

 

 

 

令和    年度 食肉卸売市場機能強化事業 補助金交付申請書 

         

 

番   号  

年 月 日  

 

   独立行政法人農畜産業振興機構 

    理事長       殿 

 

 

                                  所 在 地 

                            団 体 名 

代表者氏名          印 

 

 

 

  令和    年度において、下記のとおり事業を実施したいので、食肉卸売市場

機能強化事業実施要綱第７の１の規定に基づき補助金    円を交付された

く、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

  別紙 令和    年度食肉卸売市場機能強化事業実施計画のとおり 
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３ 事業に要する経費の配分及び負担区分 

                               （単位：円） 

 

区  分 事 業 費 

負 担 区 分  

備 考 機構 

補助金 

 その他 

 （  ） 

 

１ 情報機能の強化 
（１）情報機能強化検討委員会

及び強化部会の開催 
（２）情報伝達システム整備に

必要なプログラムの開発及
びその管理運営 

（３）情報伝達システム整備に
必要なプログラムの開発及
び機器の整備 
ア 情報伝達システム整備

に必要なプログラムの開

発に要する経費 
イ 情報伝達システムに必
要な機器の整備に要する
経費 

 
２ 集分荷機能の強化 
 
３ 決済機能の強化 
 
４ 品質管理の高度化 
 
５ 事業推進事務費 
 

    

合 計     

（注）事業の一部を委託して実施する場合は、区分ごとに備考欄に委託先名と 

委託費の額を記載すること。 

 

 

４ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日     令和 年 月 日 

（２）事業完了予定年月日   令和 年 月 日 

 

５ 添付書類 

（１）定款 

（２）最近時点の事業（業務）報告書及び事業（業務）計画書 
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別紙 

令和    年度 食肉卸売市場機能強化事業 実施計画 

 
１ 情報機能の強化 
(１)情報機能強化検討委員会及び強化部会の開催 
  ア 情報機能強化検討委員会の開催 

事業内容 
補助対象 

経費 

事業費 負担区分 備 

 

考 
費目 員数 単価 金額 補助金 その他 

 

 

 

 

会場借料   円  円  円  円 

 

 

委員謝金   円  円  円  円 

委員旅費   円  円  円  円 

資料印刷費   円  円  円  円 

通信運搬費   円  円  円  円 

その他経費   円  円  円  円 

計         
注１：事業内容欄には、必要に応じて別紙を用いるなどして、具体的に記述する

こと。（開催予定案、議題、委員属性・人数、委員名簿案など） 

２：事業費欄には、補助対象経費ごとに補助対象費目を記載し、それぞれの員

数、単価、金額を記載すること。 

３：事業の一部を委託して実施する場合は、区分ごとに備考欄に委託先名と 

委託費の額を記載すること。 

 ４：備考欄には、その他積算基礎やコスト分析基準額等を記載すること。 

 
 

イ 情報機能強化部会の開催 

事業内容 

（市場名） 

補助対象 

経費 

事業費 負担区分 備 

 

考 
費目 員数 単価 金額 補助金 その他 

 

 

 

 

会場借料   円  円  円  円 

 

 

委員謝金   円  円  円  円 

委員旅費   円  円  円  円 

資料印刷費   円  円  円  円 

通信運搬費   円  円  円  円 

その他経費   円  円  円  円 

計         
注１：事業内容欄には、必要に応じて別紙を用いるなどして、具体的に記述する

こと。（開催予定案、議題、委員属性・人数、委員名簿案など） 

２：事業費欄には、補助対象経費ごとに補助対象費目を記載し、それぞれの員

数、単価、金額を記載すること。 

３：事業の一部を委託して実施する場合は、区分ごとに備考欄に委託先名と 

委託費の額を記載すること。 

 ４：備考欄には、その他積算基礎やコスト分析基準額等を記載すること。 
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(２)情報伝達システム整備に必要なプログラムの開発及びその管理運営 
  ア プログラムの開発 

 

区  分 

 

内  容 

 

事業費 

   負担区分  

備考 機構 

補助金 

その他 

（  ） 

           

円 

        

円 
     円 

 

計      

      注１：備考欄には積算基礎を記載すること。 

   ２：事業の一部を委託して実施する場合は、区分ごとに備考欄に委託先

名と委託費の額を記載すること。 

 

イ プログラムの管理運営 

 

区  分 

 

内  容 

 

事業費 

   負担区分  

備考 機構 

補助金 

その他 

（  ） 

           

円 

        

円 
     円 

 

計      

      注１：備考欄には積算基礎を記載すること。 

２：事業の一部を委託して実施する場合は、区分ごとに備考欄に委託先

名と委託費の額を記載すること。 

 
(３)情報伝達システム整備に必要なプログラムの開発及び機器の整備 

  荷受業者に対する補助 

  ア プログラムの開発 

市 

場 

名 

 

区   分 

 

内  容 

 

事業費 

   負担区分  

備考 機構 

補助金 

その他 

（  ） 

            

円 

        

円 
     円 

 

計       

      注：備考欄には積算基礎を記載すること 

 

  イ 機器の整備 

市 

場 

名 

 

区分 

 

内容 

 

数量 

 

単価 

 

事業費 

   負担区分  

備考 機構 

補助金 

その他 

（  ） 

    
円 円 円 円 

 

計         
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      注：備考欄には積算基礎を記載すること。 
 
２ 集分荷機能の強化 
（１）情報提供サービス向上検討委員会及び向上部会の開催 
  ア 情報提供サービス向上検討委員会の開催 

事業内容 
補助対象 

経費 

事業費 負担区分 備 

 

考 
費目 員数 単価 金額 補助金 その他 

 

 

 

 

会場借料   円  円  円  円 

 

 

委員謝金   円  円  円  円 

委員旅費   円  円  円  円 

資料印刷費   円  円  円  円 

通信運搬費   円  円  円  円 

その他経費   円  円  円  円 

計         
注１：事業内容欄には、必要に応じて別紙を用いるなどして、具体的に記述する

こと。（開催予定案、議題、委員属性・人数、委員名簿案など） 

２：事業費欄には、補助対象経費ごとに補助対象費目を記載し、それぞれの員

数、単価、金額を記載すること。 

３：事業の一部を委託して実施する場合は、区分ごとに備考欄に委託先名と 

委託費の額を記載すること。 

 ４：備考欄には、その他積算基礎やコスト分析基準額等を記載すること。 
 

イ 情報提供サービス向上部会の開催 

事業内容 

（市場名） 

補助対象 

経費 

事業費 負担区分 備 

 

考 
費目 員数 単価 金額 補助金 その他 

 

 

 

 

会場借料   円  円  円  円 

 

 

委員謝金   円  円  円  円 

委員旅費   円  円  円  円 

資料印刷費   円  円  円  円 

通信運搬費   円  円  円  円 

その他経費   円  円  円  円 

計         
注１：事業内容欄には、必要に応じて別紙を用いるなどして、具体的に記述する

こと。（開催予定案、議題、委員属性・人数、委員名簿案など） 

２：事業費欄には、補助対象経費ごとに補助対象費目を記載し、それぞれの員

数、単価、金額を記載すること。 

 ３：備考欄には、その他積算基礎やコスト分析基準額等を記載すること。 
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３ 決済機能の強化 

貸付対

象者名 
区分 

指定融資

機関数・

件数 

市場機能強化資金 負担区分 

備考 
借付額 償還期間 

年利子 

補給率 

利子 

補給額 

機構 

補助金 

その他 

 

 

 

  円 日 ％ 円 円 円  

          

合計          

注１：区分欄には、肥育資金、食肉買付資金、需要期資金別に記載。 

２：備考欄には積算基礎を記載すること。 

 

４ 品質管理の高度化 

 

市場名 

 

区分 

 

内容 

 

数量 

 

単価 

 

 

事業費 

負担区分  

備考 機構 

補助金 

その他 

（  ） 

    
円      円       円       円 

 

  計         

     注：備考欄には積算基礎を記載すること。 
 
５ 事業推進事務費 

 

区分 

 

事業費 

負担区分  

備考 機構 

補助金 

その他 

（  ） 

 円 円 円  

計     

注：備考欄には積算基礎を記載すること。 
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別紙様式第３号 

 

 

令和  年度 食肉卸売市場機能強化事業 

補助金交付変更承認申請書 

 

 

                             番   号 

                                                         年 月 日 

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

                                   所 在 地 

                            団 体 名 

代表者氏名          印  

 

 

 

 令和  年  月  日付け 農畜機第   号で補助金交付決定通知の

あった令和  年度食肉卸売市場機能強化事業について、下記の理由により事

業（内容及び経費の配分）を変更したいので承認されたく、食肉卸売市場機能強

化事業実施要綱第７の２の規定に基づき、申請します。 

 

 

記 

 

１ 変更理由 

 

 

２ 関係書類 

    別紙様式第２号の別紙に準じて作成すること。 
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別紙様式第４号 

 

 

令和  年度 食肉卸売市場機能強化事業 補助金概算払請求書 

 

 

番   号  

年 月 日  

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

 

                                   所 在 地 

                            団 体 名 

代表者氏名          印  

 

 

 

 令和  年  月  日付け 農畜機第   号で補助金交付決定通知の

あった令和  年度食肉卸売市場機能強化事業について、下記のとおり 金  

  円を概算払により支払われたく食肉卸売市場機能強化事業実施要綱第７の

３の(２)の規定に基づき、請求します。 

 

 

                 記 
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１ 概算払請求額 

区  分 

交付決定 
事業遂行状況 

（令和年 月 日現在） 既概算払 

受領額 

④ 

今回 

概算払 

請求額 

⑤ 

令和 年 

月 日まで 

予定出来高 

（④＋⑤）/② 

 

残額 

②－④－⑤ 
事業費 

① 

機構 

補助金 

② 

事業費 

③ 

機構 

補助金 

事業費 

出来高 

③／① 
 円 円 円 円 ％ 円 円 ％ 円 

１ 情報機能の強化          
（１）情報機能強化検討委員

会及び強化部会の開催 
         

（２）情報伝達システム整備
に必要なプログラムの開
発及びその管理運営 

         

（３）情報伝達システム整備
に必要なプログラムの開
発及び機器の整備 

         

ア 情報伝達システム整

備に必要なプログラム

の開発に要する経費 

         

イ 情報伝達システムに
必要な機器の整備に要
する経費 

         

          
２ 集分荷機能の強化 
 

         

３ 決済機能の強化 
 

         

４ 品質管理の高度化          
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５ 事業推進事務費          

          

計          

注：それぞれの事業項目ごとに記載することとし、請求時点での事業費の支出実績及び支出計画を添付すること。 

 

２ 事業遂行状況 

      別紙「食肉卸売市場機能強化事業 執行状況表」のとおり。 

 

３ 振込先金融機関名等 

    金融機関及び支店名 

    振込口座種類、口座番号及び口座名義人 
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別紙 

 

食肉卸売市場機能強化事業 執行状況表 

 
１ 情報機能の強化 
 
(１)情報機能強化検討委員会及び強化部会の開催 
  ア 情報機能強化検討委員会の開催 

区 分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 
既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 

②／① 

 

 

円 円 円 円 ％ 円 円 円  

計          

注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 

 

イ 情報機能強化部会の開催 

市 

場

名 

区 

分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 

既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 
②／① 

 

 

 円 円 円 円 ％ 円 円 円  

計           

注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 
 
(２)情報伝達システム整備に必要なプログラムの開発及びその管理運営 
  ア プログラムの開発 

区 分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 
既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 

②／① 

 

 

円 円 円 円 ％ 円 円 円  

計          

注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 
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イ プログラムの管理運営 

区 分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 
既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 

②／① 

 

 

円 円 円 円 ％ 円 円 円  

計          

注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 

 
(３)情報伝達システム整備に必要なプログラムの開発及び機器の整備 

  ア 荷受業者に対する助成 

（ア）プログラムの開発 

市 

場 

名 

区 

分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 

既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 
②／① 

 

 

 円 円 円 円 ％ 円 円 円  

計           

注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 

 

（イ）機器の整備 

市 

場 

名 

区 

分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 

既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 
②／① 

 

 

 円 円 円 円 ％ 円 円 円  

計           

注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 
 

 
２ 集分荷機能の強化 
（１）情報提供サービス向上検討委員会及び向上部会の開催 

 ア 情報提供サービス向上検討委員会の開催 
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区 分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 
既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 

②／① 

 

 

円 円 円 円 ％ 円 円 円  

計          

注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 
 

イ 情報提供サービス向上部会の開催 

市 

場 

名 

区 

分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 

既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 
②／① 

 

 

 円 円 円 円 ％ 円 円 円  

計           

注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 

 

３ 決済機能の強化 

区 分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 
既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 

②／① 

 

 

円 円 円 円 ％ 円 円 円  

計          

注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 

 

４ 品質管理の高度化 

市 

場 

名 

区 

分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 

既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 
②／① 

 

 

 円 円 円 円 ％ 円 円 円  
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計           
注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 

 

５ 事業推進事務費 

区 分 

交付決定 

事業の遂行状況 

（令和 年 月 日現在

） 
既 

概算払 

受領額 

今回 

概算払 

請求額 

残

額 

備

考 
事業費 

① 

機構 

補助金 

事業費 

② 

機構 

補助金 

出来高 

②／① 

 

 

円 円 円 円 ％ 円 円 円  

計          

注：備考欄には、事業の遂行状況欄の事業費の積算基礎を記載すること。 
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別紙様式第５号 

 

市場機能強化資金貸付実施状況等報告書 

   （令和  年度第  四半期分）    

 

                              番   号 

                                                       年 月 日 

  

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

 

                                  所 在 地 

                           団 体 名 

代表者氏名          印 

 

 令和  年度第 四半期の市場機能強化資金の貸付が別添のとおり実施され

ましたので、食肉卸売市場機能強化事業実施要綱第８の１の規定に基づき報告

します。 

 

別添 

 

市場機能強化資金 貸付実施状況等報告書 

（令和  年度第 四半期） 

                              

市場名 区分 

本四半期 本年度合計 
資金借入

承認額 

 

 

備

考 
貸付

件数 

融資機

関数 
貸付額 

貸付 

件数 

融資機

関数 
貸付額 

  件 件 円 件 件 円 円  

          

          

合計         

注１：区分欄には、肥育資金、食肉買付資金、需要期資金別に記載すること。 

２：備考欄には、積算基礎を記載すること。 
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別紙様式第６号  

 

 

令和  年度 食肉卸売市場機能強化事業 実績報告書 

 

 番   号  

年 月 日  

 

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

 

                                   所 在 地 

                            団 体 名 

代表者氏名          印 

 

 

  令和  年  月  日付け 農畜機第   号で補助金の交付決定通知の

あった令和  年度食肉卸売市場機能強化事業について、下記のとおり実施し

たので、食肉卸売市場機能強化事業実施要綱第８の２の規定に基づき、関係書類

を添えて実績を報告します。 

 なお、併せて精算額      円の交付を請求します。 

 

 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 事業の内容 

   別紙「食肉卸売市場機能強化事業実績報告」のとおり。 

    別紙様式第２号の記の２に準ずる。ただし、計画を上段に（ ）書

きで記載し、下段に実績を記載するものとする。 
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３ 事業に係る精算 

区  分 

交付決定 事業実績 既 

概算払 

受領額 

差引 

精算払 

請求額 
事業費 

機構 

補助金 
事業費 

機構 

補助金 

 

１ 情報機能の強化 
（１）情報機能強化検討

委員会及び強化部会
の開催 

 
（２）情報伝達システム

整備に必要なプログ
ラムの開発及びその
管理運営 

 
（３）情報伝達システム

整備に必要なプログ
ラムの開発及び機器
の整備 

ア 情報伝達システム

整備に必要なプログ

ラムの開発に要する

経費 
イ 情報伝達システム
に必要な機器の整備
に要する経費 

 
２ 集分荷機能の強化 
 
３ 決済機能の強化 
 
４ 品質管理の高度化 
 
５ 事業推進事務費 

 

      

合   計       

   

４ 事業開始及び完了年月日 

 

５ 振込先 

金融機関及び支店名 

振込口座種類及び口座番号 

口座名義人 
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別紙様式第７号 

 

令和  年度 食肉卸売市場機能強化事業に係る仕入れに係る 

消費税等相当額報告書 

番   号  

年 月 日  

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

                                   所 在 地 

                            団 体 名 

代表者氏名          印 

 

 

 令和  年  月  日付け 農畜機第   号で補助金交付決定通知の

あった令和  年度食肉卸売市場機能強化事業について、食肉卸売市場機能強

化事業実施要綱第９の３の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

（なお、併せて補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額   円を返還しま

す。（返還がある場合、記載すること）） 

 

記 

 

１ 補助金適正化法第１５条の補助金の額の確定額 

 （令和○年○月○日付け○農畜機第○○号による額の確定通知額） 

                            金        円 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 

                          金            円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る 

消費税等相当額                                金      円 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

                                                  金      円 

注：記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

・付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳

を確認できる資料も併せて提出すること） 

・ 消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定

収入の割合を確認できる資料 
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５ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合、

その状況を記載 

 

 

注：消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、

申告予定時期も記載すること。 

 

６ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合、その理由を記

載 

 

 

注：記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個

人事業者の場合は所得税）確定申告書の写し（税務署の収受印等のあ

るもの）及び損益計算書等、売上高を確認できる資料 

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度に

おける消費税確定申告書（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等の

あるもの） 

・消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定収

入の割合を確認できる資料  


